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JSG ニュースレター 

<Tax> 

「加値型および非加値型営業税」 

一部条文改正案が立法院を正式通過 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

2024 年 7 月 15 日付で「加値型および非加値型営業税」（以下「営業税法」と

いう）の一部条文改正案が立法院を正式通過しました。改正案のポイントは以下のと

おりです。 

改正ポイント 新規追加/改正の内容 

第 32 条の 1 

（発行した電子発票

の情報を統合サービス

プラットフォームに保存

する必要性） 

 営業者が電子発票を発行した場合、規定の期限内に

電子発票および関連する情報を財政部電子発票統合

サービスプラットフォーム（以下「プラットフォーム」という）

に保存する義務がある旨を明文化。送信期限、電子発

票の発行および関連する必要な情報の範囲について

は、財政部に委任の上公布する。 

第 48 条の 2 

（ペナルティー） 

 営業者が規定の期限までに又は事実に基づいて電子

発票および関連する必要情報を保存しない場合、新台

湾ドル 1,500 元以上 15,000 元以下の過料を科し、そ

の都度ペナルティーを科すことができる旨の条文を追加。 

https://www.dot.gov.tw/singlehtml/ch26?cntId=05a688f27cb241feb8a30f34cdae3d76
https://www.dot.gov.tw/singlehtml/ch26?cntId=05a688f27cb241feb8a30f34cdae3d76
http://www2.deloitte.com/tw/tc.html
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第 6 条の 1、第 50 条

（法律規定による用

語の修正、延滞金） 

 その他の法律規定に合わせた用語の修正。また、期限

後納付に係る延滞金の計算、徴収方法は税務調査徴

収法により処理する旨を明記。 

 

勤業衆信の見解 

 財政部によると、今般の営業税法条文改正により、買手の営業税の仕入税額控

除がより正確に行えるほか、消費者にとっては即時にプラットフォームや統一発票の当選

確認アプリを通して、クラウドに保存された電子発票や支払明細を確認できるため、当

選リストのデータベースの正確性が確保され、当選者の権益の保障につながります。ま

た、記帳業務提供者はプラットフォームの利用により申告作業が簡素化できる可能性

があります。 

今後、総統による公布後、財政部は営業税法第 60 条に基づき、行政院の認可を

得て施行日を定めます。改正条文の施行前に、関連法規の制定または改正が行われ

ますので、営業者は進展状況にご留意ください。 
 

 
 

 

 

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSG のホームページはこちら 
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日商組新聞稿 

<Tax> 

立法院三讀通過 

「加值型及非加值型營業稅法部分條文」修正草案 

 

 

 

立法院於113年7月15日三讀通過「加值型及非加值型營業稅法」（下稱營

業稅法）部分條文修正草案。謹彙整草案修正重點如下，後續取得條文將

再發布：  

修法方向 增訂/修訂內容 

第 32 條之 1 

（開立電子發票需將

資訊傳輸至整合服務

平台存證） 

 定明營業人開立電子發票負有依限將電子發票及

相關必要資訊存證該部電子發票整合服務平台

（下稱平台）義務；至傳輸時限、開立電子發票

及相關必要資訊之範圍，授權財政部公告。 

第 48 條之 2 

（處罰） 

 增訂營業人未依限或未據實存證電子發票及相關

必要資訊者，處新臺幣 1,500 元以上 15,000 元以下

罰鍰，限期未補正或補正不實，得按次處罰。 

第 6 條之 1、第 50 條

（法律規定修正、滯

納金） 

 配合其他法律規定修正用語，及逾期繳納稅款加

徵滯納金計徵方式，回歸稅捐稽徵法辦理。 
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勤業眾信觀點 

財政部表示，修正營業稅法條文可確保買受人正確扣抵營業稅進項稅

額，消費者可即時透過平台或統一發票兌獎APP確認雲端發票及查詢消

費明細，維護中獎清冊資料庫的正確性，保障兌獎權益。同時，記帳業

者可利用平台簡化申報作業。財政部將在總統公布後，依營業稅法第60

條報請行政院核定施行日期，並於法案施行前完成相關子法規的訂定或

修正，營業人應注意法規進度。 

 

 

 

 

   

 

日商組新聞稿之歷史消息請點這 

日商組官方網站請點這 
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